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亀山市告示第１２３号 

亀山市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱等の一部を改正する

告示を次のように定める。 

令和８年５月７日 

亀山市長  櫻 井 義 之 

  

亀山市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱等の一部を改正

する告示 

 

 （亀山市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正） 

第１条 亀山市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱（平成２２年

亀山市告示第４７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

日常生活用具給付事業費負担基準 日常生活用具給付事業費負担基準 

［略］ 
 

［略］ 
 

備考 備考 

１ ［略］ １ ［略］ 

２ 世帯階層区分の認定 ２ 世帯階層区分の認定 

（１） ［略］ （１） ［略］ 

（２） 認定の基礎となる用語

の定義 

（２） 認定の基礎となる用語

の定義 

ア及びイ ［略］ ア及びイ ［略］ 

ウ 認定の基礎となるのは、

所得税法（昭和４０年法律

第３３号）、租税特別措置

ウ 認定の基礎となるのは、

所得税法（昭和４０年法律

第３３号）、租税特別措置
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法（昭和３２年法律第２６

号）、災害被害者に対する

租税の減免、徴収猶予等に

関する法律（昭和２２年法

律第１７５号）の規定及び

平成３０年８月３０日健発

０８３０第７号厚生労働省

健康局長通知「小児慢性特

定疾病児童等日常生活用具

給付事業における寡婦控除

等のみなし適用に係る取扱

いについて」によって計算

された地方税法により賦課 

される市町村民税（ただし、 

所得割を計算する場合には、 

地方税法第３１４条の７、

第３１４条の８、同法附則

第５条第３項及び附則第５

条の４第５項の規定は適用

しない。）、生活保護法に

よる被保護世帯（単給世帯

を含む。）及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律によ

る支援給付（以下「支援給

付」という。）である。 

法（昭和３２年法律第２６

号）、災害被害者に対する

租税の減免、徴収猶予等に

関する法律（昭和２２年法

律第１７５号）の規定及び

平成３０年８月３０日健発

０８３０第７号厚生労働省

健康局長通知「小児慢性特

定疾病児童等日常生活用具

給付事業における寡婦控除

等のみなし適用に係る取扱

いについて」によって計算

された地方税法により賦課 

される市町村民税（ただし、 

所得割を計算する場合には、 

地方税法第３１４条の７、

第３１４条の８並びに同法

附則第５条第３項、第５条

の４第６項及び第５条の４

の２第５項の規定は適用し

ない。）、生活保護法によ

る被保護世帯（単給世帯を

含む。）及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律による 

支援給付（以下「支援給付」

という。）である。 
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エ及びオ ［略］ エ及びオ ［略］ 

（３） ［略］ （３） ［略］ 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 （亀山市未熟児養育医療給付実施要綱の一部改正） 

第２条 亀山市未熟児養育医療給付実施要綱（平成２５年亀山市告示第５９号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

別表（第１６条関係） 別表（第１６条関係） 

［略］ 
 

［略］ 
 

備考 備考 

１ この表のＣ階層における「均

等割の額」とは、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第

２９２条第１項第１号に規定す

る均等割の額をいい、Ｄ１階層

からＤ１５階層までにおける

「所得割の額」とは、同項第２

号に規定する所得割（この所得

割を計算する場合には、同法第 

３１４条の７、第３１４条の８、 

同法附則第５条第３項及び附則

第５条の４第５項の規定は適用

しないものとする。）の額をい

う。 

１ この表のＣ階層における「均

等割の額」とは、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第

２９２条第１項第１号に規定す

る均等割の額をいい、Ｄ１階層

からＤ１５階層までにおける

「所得割の額」とは、同項第２

号に規定する所得割（この所得

割を計算する場合には、同法第 

３１４条の７、第３１４条の８、 

同法附則第５条第３項、第５条

の４第６項及び第５条の４の２

第５項の規定は適用しないもの

とする。）の額をいう。 

２～８ ［略］ ２～８ ［略］ 
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備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 （亀山市副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部改正） 

第３条 亀山市副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱（令和２年亀山市告示

第１５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（補足給付費の支給対象者） （補足給付費の支給対象者） 

第４条 補足給付費の支給対象者は、

市内に住所を有し、特定子ども・子

育て支援の提供を受ける施設等利用

給付認定子どもに係る施設等利用給

付認定保護者であって、次の各号の

いずれかに該当するものとする。 

第４条 補足給付費の支給対象者は、

市内に住所を有し、特定子ども・子

育て支援の提供を受ける施設等利用

給付認定子どもに係る施設等利用給

付認定保護者であって、次の各号の

いずれかに該当するものとする。 

（１） 施設等利用給付認定保護者

及び当該施設等利用給付認定保護

者と同一の世帯に属する者につい

て特定子ども・子育て支援のあっ

た月の属する年度（特定子ども・

子育て支援のあった月が４月から

８月までの場合にあっては、その

前年度）分の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による

市町村民税（同法の規定による特

別区民税を含む。）の同法第２９２

条第１項第２号に掲げる所得割

（同法第３２８条の規定によって

課する所得割を除く。）の額（子

ども・子育て支援法施行規則（平

（１） 施設等利用給付認定保護者

及び当該施設等利用給付認定保護

者と同一の世帯に属する者につい

て特定子ども・子育て支援のあっ

た月の属する年度（特定子ども・

子育て支援のあった月が４月から

８月までの場合にあっては、その

前年度）分の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による

市町村民税（同法の規定による特

別区民税を含む。）の同法第２９２

条第１項第２号に掲げる所得割

（同法第３２８条の規定によって

課する所得割を除く。）の額（同

法附則第５条の４第６項その他の
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成２６年内閣府令第４４号）第

２１条に規定する規定による控除

をされるべき金額があるときは、

当該金額を加算した額とする。）

を合算した額が７７，１０１円未

満であるもの 

内閣府令で定める規定による控除

をされるべき金額があるときは、

当該金額を加算した額とする。）

を合算した額が７７，１０１円未

満であるもの 

（２）及び（３） ［略］ （２）及び（３） ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 


